
電気関係報告規則の改正について

令和7年3⽉21⽇

関東経済産業局電⼒事業課
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●電気関係報告規則第2条は、令和7年3月31日付けで改正され【自家用発電所等運転半期報】の

報告先は、電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長から経済産業大臣に変更となります。
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自家用発電所等運転半期報の提出先の変更 経済産業局長から経済産業大臣へ
（電気関係報告規則の改正）

出展︓資源エネルギー庁 ＨＰより

１．提 出 先：関東経済産業局長から経済産業大臣になります。

２．提出方法：メールによる提出 【bzl-jikahatsu@meti.go.jp】

３．提出様式：様式（エクセル形式） ※記載要領による

４．提出期限および提出範囲

上期分 4⽉〜9⽉分（6か⽉分） ︓10⽉末⽇まで
下期分 4⽉〜3⽉分（12か⽉分）︓4⽉末⽇まで

５．問い合わせ先：経済産業省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部

電力産業・市場室 自家発半期報担当

電話： 03-3501-1748 e-mail： bzl-jikahatsu@meti.go.jp

１．主な変更点
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自家用発電所等運転半期報の入力 イメージ
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自家用発電所等運転半期報の入力 イメージ
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自家用発電所等運転半期報の入力 イメージ


